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日
本
遺
族
会
は
二
月
二
十
六
日
㈫
、
靖
國
会
館
で
理
事
会
・
評
議
員
会
を
開
催
し
、

「
新
生
遺
族
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
特
別
委
員
会
」
の
中
間
報
告
を
審
議
す
る
と
共
に
、

本
年
四
月
一
日
に
移
行
す
る
一
般
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
の
平
成
二
十
五
年
度
活
動
方

針
・
事
業
計
画
及
び
同
予
算
を
決
定
し
た
。

一
般
財
団
法
人
日
本
遺
族
会

平
成
25
年
度
活
動
方
針
・
事
業
計
画
を
決
定

　

会
議
は
午
後
一
時
三
十
分

に
開
会
し
、
靖
國
の
杜
に
鎮

ま
る
ご
英
霊
に
黙
祷
を
捧
げ

た
後
、
評
議
員
会
及
び
理
事

会
に
お
い
て
役
員
の
一
部
改

選
を
行
っ
た
。

　

次
い
で
理
事
会
・
評
議
員

会
合
同
会
議
に
移
り
、
英
霊

顕
彰
並
び
に
処
遇
改
善
運
動

の
経
過
報
告
に
続
い
て
「
新

生
遺
族
会
の
あ
り
方
を
考
え

る
特
別
委
員
会
」
の
中
間
報

告
を
審
議
し
た
。

　

特
別
委
員
会
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
九
段
会
館
が

廃
業
し
た
こ
と
か
ら
、
財
政

問
題
を
は
じ
め
各
方
面
に
多

大
な
影
響
を
き
た
し
て
い
る

状
況
に
鑑
み
、
昨
年
二
月
に

開
催
さ
れ
た
理
事
会
、
評
議

員
会
に
お
い
て
設
置
が
決
ま

っ
た
。
爾
来
、
森
田
次
夫
委

員
長
（
日
本
遺
族
会
副
会

長
）、増
矢
稔
副
委
員
長（
同
）

を
中
心
に
十
名
の
委
員
で
協

議
を
行
い
、
こ
の
た
び
中
間

報
告
が
提
出
さ
れ
る
運
び
と

な
っ
た
。

　

中
間
報
告
は
、
財
政
の
確

立
等
、
国
有
財
産
の
土
地
・

建
物
の
返
還
、
組
織
の
確
立

の
三
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る

が
、
財
政
の
確
立
等
で
は
、

各
都
道
府
県
遺
族
会
の
財
政

状
況
に
鑑
み
、
平
成
二
十
五

年
度
支
部
寄
付
金
を
平
成
二

十
三
年
度
水
準
と
す
る
こ
と

と
し
、
ま
た
、
国
有
財
産
の

土
地
・
建
物
の
返
還
に
つ
い

て
は
今
後
、
役
員
会
等
で
慎

重
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

そ
し
て
、
組
織
の
確
立
で

は
孫
・
曾
孫
に
よ
る
組
織
化

に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ

た
が
、「
青
年
部
」
規
約
を
策

定
し
組
織
化
を
推
進
す
る
と

し
た
中
間
報
告
が
承
認
さ
れ

た
。

　

次
い
で
、
本
年
四
月
一
日

に
移
行
す
る
一
般
財
団
法
人

日
本
遺
族
会
の
平
成
二
十
五

年
度
活
動
方
針
・
事
業
計
画

及
び
同
予
算
を
審
議
し
、
い

ず
れ
も
承
認
さ
れ
た
。

　

特
別
委
員
会
の
中
間
報
告

は
一
〜
三
頁
、
平
成
二
十
五

年
度
活
動
方
針
・
事
業
計
画

は
三
〜
五
頁
に
掲
載
。

一
、
経
過
の
概
要 

⑴　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り

九
段
会
館
を
廃
業
し
た
こ
と

か
ら
、
財
政
的
問
題
を
は
じ

め
、
各
方
面
に
多
大
の
影
響

を
き
た
し
て
い
る
。
こ
の
状

況
に
鑑
み
、
平
成
二
十
四
年

二
月
二
十
八
日
開
催
の
第
二

三
四
回
理
事
会
・
第
一
六
二

回
評
議
員
会
合
同
会
議
に
お

い
て
、
特
別
委
員
会
を
設
置

し
、
新
生
遺
族
会
に
つ
い
て

概
ね
一
年
間
か
け
て
検
討

し
、
本
会
会
長
に
報
告
す
る

こ
と
を
決
め
た
。

⑵　

委
員
会
の
名
称

　

「
新
生
遺
族
会
の
あ
り
方

を
考
え
る
特
別
委
員
会
」

⑶　

委
員
会
の
構
成

　
　
　

（
十
名
／
順
不
同
）

◎
委
員
長
（
副
会
長
）

　

森
田　

次
夫　

氏

◎
副
委
員
長
（
副
会
長
）

　

増
矢　
　

稔　

氏

◎
委　
　

員

　

（
専
務
理
事
）

　

畔
上　

和
男　

氏

　

（
常
務
理
事
・
秋
田
県
）

　

仲
沢　

誠
也　

氏

　

（
常
務
理
事
・
東
京
都
）

　

宇
田
川
𠝏
雄　

氏

　

（
常
務
理
事
・
富
山
県
）

　

廣
明　

研
正　

氏

　

（
常
務
理
事
・
山
口
県
）

　

市
來
健
之
助　

氏

　

（
常
務
理
事
・
熊
本
県
）

　

冨
田　

千
秋　

氏

　
（
常
務
理
事
・
女
性
部
長
） 　

高
橋　

フ
ミ　

氏

　

（
事
務
局
長
協
議
会
幹
事

長
・
宮
城
県
）

　

山
田　

周
二　

氏

⑷　

平
成
二
十
四
年
四
月
二

十
四
日
、「
新
生
遺
族
会
の
あ

り
方
を
考
え
る
特
別
委
員
会
」

の
第
一
回
会
合
を
開
催
し
、

委
員
長
に
森
田
次
夫
会
長
代

行
（
当
時
）、
副
委
員
長
に
増

矢
稔
副
会
長
を
選
出
し
た
。

　

続
い
て
、
本
特
別
委
員
会

で
検
討
す
る
事
項
等
に
つ
い

て
協
議
し
、
提
案
さ
れ
た
テ

ー
マ
に
は
終
戦
六
十
周
年
特

別
委
員
会
で
既
に
答
申
さ
れ

て
い
る
英
霊
顕
彰
、
戦
没
者

遺
族
の
処
遇
改
善
等
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
、
見
直
し
の

必
要
が
あ
れ
ば
検
討
す
る
こ

と
と
し
た
。

　

ま
た
、
本
特
別
委
員
会
の

進
め
方
と
し
て
、
緊
急
性
の

高
い
テ
ー
マ
か
ら
検
討
す
る

こ
と
と
し
、
①
次
期
参
議
院

議
員
選
挙
、
②
財
政
の
確
立

等
（
本
会
の
資
金
調
達
、
分

担
金
他
）、③
国
有
財
産
の
土

地
、
建
物
の
返
還
（
九
段
会

館
問
題
）
か
ら
検
討
す
る
こ

と
と
し
た
。

　

な
お
、
第
一
回
会
合
で
は

「
次
期
参
議
院
議
員
選
挙
」

に
つ
い
て
重
点
的
に
検
討
し

た
。

「
新
生
遺
族
会
の
あ
り
方
を�

�

考
え
る
特
別
委
員
会
」

中　

間　

報　

告

⑸　

平
成
二
十
四
年
五
月
十

日
、
第
二
回
会
合
を
開
催
。

　

財
政
の
確
立
等
本
会
の
資

金
調
達
、
分
担
金
に
つ
い
て

重
点
的
に
検
討
し
た
。ま
た
、

戦
没
者
の
孫
・
曾
孫
の
会
の

組
織
化
に
つ
い
て
も
検
討
し

た
。

⑹　

平
成
二
十
四
年
七
月
十

日
、
第
三
回
会
合
を
開
催
。

　

本
会
が
無
償
貸
付
を
受
け

て
い
る
国
有
財
産
の
土
地
、

建
物
の
返
還
と
、
第
二
回
会

合
に
引
き
続
き
孫
・
曾
孫
の

会
の
組
織
化
に
つ
い
て
検
討

し
た
。

⑺　

平
成
二
十
四
年
九
月
五

日
、
第
四
回
会
合
を
開
催
。

　

国
有
財
産
の
土
地
、
建
物

の
返
還
、
孫
・
曾
孫
の
会
の

組
織
化
、
財
政
の
確
立
（
平

成
二
十
五
年
度
以
降
、
単
年

度
会
計
収
支
の
見
直
し
）
等

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

⑻　

平
成
二
十
四
年
十
一
月

十
三
日
、
第
五
回
会
台
を
開

催
。

　

中
間
報
告
す
べ
き
テ
ー

マ
、
す
な
わ
ち
次
期
参
議
院

議
員
選
挙
、財
政
の
確
立（
分

担
金
の
見
直
し
）、国
有
財
産

の
土
地
・
建
物
の
返
還
、
組

織
の
確
立
（
孫
・
曾
孫
の
会

の
組
織
化
）
に
つ
い
て
検
討

し
た
。

⑼　

平
成
二
十
五
年
一
月
三

理 事 会
評議員会



（二）
平成25年
3月15日（昭和二十五年八月十日
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十
一
日
、
第
六
回
会
合
を
開

催
。

　

中
間
報
告
の
と
り
ま
と

め
、
終
戦
六
十
周
年
特
別
委

員
会
報
告
書
の
見
直
し
に
つ

い
て
検
討
し
た
。

中
間
報
告

　

本
会
は
、
平
成
二
十
五
年

四
月
一
日
付
で
一
般
財
団
法

人
に
移
行
す
る
こ
と
を
決
定

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
伴

う
本
会
の
運
営
等
に
つ
い
て
、

以
下
の
と
お
り
報
告
す
る
。

一
、
財
政
の
確
立
等 

⑴　

分
担
金
の
見
直
し

　

平
成
二
十
四
年
度
の
支
部

寄
付
金
、
す
な
わ
ち
分
担
金

に
つ
い
て
は
、
各
支
部
平
均

三
十
万
円
（
一
千
四
百
十
万

円
）
増
の
六
千
五
百
十
万
円

を
お
願
い
し
、
事
業
を
執
行

し
て
い
る
。

　

し
か
し
、各
支
部
か
ら
は
、

会
員
の
減
少
に
伴
い
会
費
の

納
入
が
減
っ
て
い
る
中
で
、

「
分
担
金
の
増
額
は
支
部
財

政
を
圧
迫
す
る
、
分
担
金
減

額
等
見
直
し
を
さ
れ
た
い
」

と
の
要
望
が
あ
る
。
今
後
の

支
部
遺
族
会
の
運
営
等
を
考

慮
す
れ
ば
、
支
部
分
担
金
の

再
見
直
し
も
や
む
を
得
な
い

も
の
と
思
料
す
る
。

⑵　

平
成
二
十
五
年
度
か
ら

の
分
担
金

　

平
成
二
十
四
年
度
の
支
部

寄
付
金
六
千
五
百
十
万
円
を

見
直
し
、
平
成
二
十
五
年
度

か
ら
は
、
従
来
か
ら
の
支
部

寄
付
金
五
千
百
万
円
と
す

る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
三

年
度
ま
で
支
給
し
て
い
た
本

部
助
成
金
、
す
な
わ
ち
、
老

人
福
祉
助
成
費
、
遺
族
援
護

強
化
費
、
事
務
補
助
費
、
社

会
活
動
助
成
費
、
支
部
研
修

会
助
成
費
は
廃
止
す
る
。

⑶　

平
成
二
十
五
年
度
か
ら

の
支
部
寄
付
金
五
千
百
万
円

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七

年
の
特
別
弔
慰
金
の
結
果
等

を
踏
ま
え
、
五
年
毎
に
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

ま
た
、本
部
に
お
い
て
は
、

運
営
費
等
不
足
が
生
じ
る
こ

と
か
ら
、
一
層
の
経
費
の
節

減
に
努
め
る
と
共
に
、
事
業

の
見
直
し
、
資
産
の
取
り
崩

し
な
ど
あ
ら
ゆ
る
方
途
を
講

じ
、
本
会
の
運
営
に
支
障
の

な
い
よ
う
努
め
る
。

⑷　

事
務
局
体
制
に
つ
い
て

は
、
将
来
的
に
は
事
業
の
縮

小
等
に
伴
い
、
職
員
を
減
員

す
る
な
ど
ス
リ
ム
化
す
る
。

ま
た
、
本
会
の
活
動
に
理
解

と
協
力
を
い
た
だ
け
る
方
に

対
し
て
は
、
引
続
き
「
賛
助

金
の
お
願
い
」
を
積
極
的
に

働
き
か
け
る
こ
と
と
す
る
。

　

そ
の
他
、
本
部
と
し
て
新

た
な
収
入
源
の
確
保
に
つ
い

て
調
査
研
究
を
す
る
。�

二
、
国
有
財
産
の
土
地
、
建

　

物
の
返
還 

⑴　

昭
和
二
十
八
年
法
律
二

〇
〇
号
で
本
会
が
無
償
貸
付

を
受
け
て
い
る
国
有
財
産
の

土
地
、
建
物
の
返
還
に
つ
い

て
は
、
返
還
す
る
こ
と
で
す

で
に
機
関
決
定
し
て
い
る

が
、
種
々
に
配
意
し
て
返
還

の
時
期
や
、
こ
れ
ら
に
関
連

す
る
必
要
事
項
に
つ
い
て
慎

重
に
検
討
す
る
。

⑵　

但
し
、
平
成
二
十
三
年

五
月
の
「
今
後
の
遺
族
会
を

考
え
る
特
別
委
員
会
報
告

書
」
で
も
謳
わ
れ
て
い
る
と

お
り
、『
九
段
会
館
の
建
物

は
、
昭
和
初
期
の
代
表
的
建

築
物
で
あ
り
、
二
・
二
六
事

件
の
戒
厳
司
令
部
が
置
か
れ

る
な
ど
、
歴
史
的
に
も
極
め

て
評
価
の
高
い
建
物
で
あ
る
。

　

昭
和
三
十
二
年
か
ら
は
、

五
十
四
年
間
の
長
き
に
亘
り
、

戦
没
者
遺
族
の
殿
堂
で
あ

り
、
拠
所
で
あ
っ
た
そ
の
九

段
会
館
を
解
体
す
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
た
め
、
博
物
館
な
ど

何
ら
か
の
形
で
永
久
保
存
す

る
よ
う
、
国
に
対
し
て
強
く

要
請
す
る
こ
と
と
い
た
し
た

い
。
保
存
が
実
現
し
た
場
合

は
、
建
物
の
一
部
に
本
会
の

事
務
所
の
入
所
を
認
め
る
よ

う
、
今
か
ら
国
に
対
し
て
働

き
か
け
を
行
っ
て
い
く
こ
と

と
い
た
し
た
い
。』と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
役
員

会
等
で
こ
の
答
申
を
踏
ま
え

て
、慎
重
に
検
討
願
い
た
い
。�

三
、
組
織
の
確
立 

⑴　

孫
・
曾
孫
の
会
の
組
織

　

化
①�　
本
会
の
後
継
者
問
題

は
、
本
会
の
存
亡
に
関
わ

る
極
め
て
重
大
な
問
題
で

あ
る
。
女
性
部
は
「
光
輝

あ
る
遺
族
会
は
、
今
後
、

組
織
の
在
り
方
を
含
め
、

見
直
し
を
行
わ
な
け
れ
ば

衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
こ

と
に
な
る
。
我
々
戦
没
者

遺
児
の
代
で
終
わ
ら
せ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
も
後
継
者
を
作
る
こ
と

が
焦
眉
の
急
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
女
性
部
自
ら
が

直
ち
に
行
動
し
、
戦
没
者

の
孫
、曾
孫
に
働
き
か
け
、

組
織
化
を
図
る
。」
と
し
、

　

「
当
面
の
会
員
数
は
、

各
支
部
五
十
〜
百
名
程
度

と
す
る
。」と
提
言
し
て
い

る
。（
平
成
二
十
三
年
八
月
）

②�　
孫
等
の
組
織
化
に
つ
い

て
、
女
性
部
の
積
極
性
に

つ
い
て
は
大
い
に
評
価
す

る
も
の
の
、
女
性
部
だ
け

で
は
力
不
足
で
あ
る
こ
と

は
否
め
な
い
。

　

�　
こ
の
た
め
、
各
支
部
は

組
織
を
あ
げ
て
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
目
的
を
達
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

③�　
入
部
の
勧
誘
に
つ
い
て

は
、
各
支
部
の
英
知
と
努

力
に
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
先
ず
は
遺
族
会

の
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を

得
る
こ
と
が
重
要
と
考
え

る
。こ
の
た
め
、慰
霊
祭
・

大
会
な
ど
家
族
ぐ
る
み
で

各
種
行
事
等
に
参
加
願
う

こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と

も
一
案
と
考
え
る
。

⑵　

部
費
の
徴
収

　

孫
・
曾
孫
の
会
の
部
員
と

し
て
の
意
識
付
け
を
す
る
上

で
も
、
各
支
部
に
応
じ
て
部

費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
望
ま

平
成
25
年
度
「
遺
児
の
巡
拝
」

多
く
の
戦
没
者
遺
児
の
ご
参
加
を 

　

厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を

受
け
て
日
本
遺
族
会
が
実
施

し
て
い
る
「
戦
没
者
遺
児
に

よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」

（
遺
児
の
巡
拝
）
の
平
成
二

十
五
年
度
事
業
計
画
概
要
が

固
ま
っ
た
。

　

こ
の
事
業
は
「
一
度
は
亡

き
父
の
戦
没
地
を
訪
れ
慰
霊

を
し
た
い
」
と
の
戦
没
者
遺

児
の
願
い
を
受
け
て
平
成
三

年
か
ら
実
施
し
て
い
る
事
業

で
、
事
業
開
始
か
ら
こ
れ
ま

で
に
全
国
か
ら
約
一
万
二
千

六
百
人
余
り
の
遺
児
が
参
加

し
て
い
る
。

　

平
成
二
十
五
年
度
は
初
め

て
ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
ー
チ
ミ
ン

（
旧
サ
イ
ゴ
ン
）、
西
部
ニ
ュ

ー
ギ
ニ
ア
で
は
マ
ノ
ク
ワ
リ

南
方
の
ム
ミ
を
、
ま
た
十
三

年
ぶ
り
に
ア
ッ
ツ
島
へ
の
訪

問
を
計
画
し
て
い
る
。

　

旧
戦
域
へ
の
慰
霊
巡
拝

は
、
訪
問
国
や
交
通
手
段
な

ど
の
事
情
か
ら
困
難
な
こ
と

も
あ
る
が
、
日
本
遺
族
会
で

は
亡
き
父
の
終
焉
の
地
に
一

歩
で
も
近
づ
け
る
よ
う
実
施

に
向
け
て
準
備
を
行
っ
て
い

ま
す
。
多
く
の
遺
児
の
皆
様

の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

▼
実
施
地
域
・
時
期
等��
別

掲
の
と
お
り
。

▼
参
加
費　

九
万
円

※
集
合
場
所
ま
で
の
移
動
に

か
か
る
国
内
交
通
費
及
び
帰

国
当
日
に
交
通
機
関
等
に
よ

り
帰
宅
で
き
な
い
場
合
の
宿

泊
費
等
は
個
人
負
担
で
す
。�

▼
そ
の
他　

東
京
等
に
集
合

し
、
結
団
式
及
び
渡
航
に
か

か
る
説
明
会
を
行
う
。�

▼
お
申
し
込
み　

岡
山
県
遺

族
連
盟
ま
で
。

【広域地域】
実施地域 実施時期 募集人員

１ 旧満州 平成25年８月上旬 40人
２ 西部ニューギニア 平成25年８月下旬 35人
３ アッツ島 平成25年８月下旬 13人
４ 旧ソ連 平成25年９月上旬 30人
５ 中国（１次） 平成25年９月中旬 45人
６ マリアナ諸島 平成25年10月上旬 40人
７ 東部ニューギニア（１次） 平成25年10月中旬 30人
８ ボルネオ・マレー半島 平成25年10月下旬 30人
９ トラック諸島・パラオ諸島 平成25年11月上旬 40人
10 ソロモン諸島 平成25年11月中旬 20人
11 フィリピン（１次） 平成25年11月下旬 120人
12 ミャンマー・ベトナム（１次） 平成25年12月上旬 60人
13 台湾・バシー海峡 平成26年１月中旬 15人
14 東部ニューギニア（２次） 平成26年２月上旬 34人
15 ミャンマー・インド（２次） 平成26年２月中旬 60人
16 フィリピン（２次） 平成26年３月上旬 120人
17 中国（２次） 平成26年３月下旬 60人

【特定地域】
実施地域 実施時期 募集人員

１ ビスマーク諸島 平成26年２月上旬 36人
２ 西部ニューギニア 平成26年２月上旬 36人
３ マーシャル・ギルバート諸島 平成26年３月中旬 36人
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昨
年
、
本
会
は
創
立
六
十

五
周
年
を
迎
え
、
天
皇
皇
后

両
陛
下
の
ご
臨
席
を
仰
ぎ
、

創
立
六
十
五
周
年
記
念
式
典

を
厳
粛
か
つ
盛
大
に
挙
行
し

た
。
誠
に
ご
同
慶
の
至
り
で

あ
り
、
戦
没
者
遺
族
に
と
っ

て
大
き
な
喜
び
で
あ
る
と
共

に
、
大
き
な
励
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
本
会
に
と

っ
て
一
つ
の
通
過
点
に
過
ぎ

ず
、
更
に
一
致
団
結
し
て
、

七
十
周
年
に
向
け
て
前
進
し

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
近
隣
諸
国
に
目
を

向
け
る
と
、昨
年
、ロ
シ
ア
・

中
国
・
韓
国
で
新
し
い
リ
ー

ダ
ー
が
誕
生
し
た
。
本
会
と

し
て
は
、
特
に
靖
國
問
題
に

つ
い
て
、
そ
の
動
向
を
注
視

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
昨

年
末
の
衆
議
院
選
挙
で
自
民

党
が
圧
勝
、
民
主
党
か
ら
三

年
三
カ
月
ぶ
り
に
政
権
を
奪

還
し
、
安
倍
晋
三
自
民
党
総

裁
が
第
九
十
六
代
内
閣
総
理

大
臣
に
選
出
さ
れ
、
第
二
次

安
倍
内
閣
が
発
足
し
た
。
平

成
十
九
年
以
降
途
絶
え
て
い

る
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
國
神

社
参
拝
は
本
会
の
悲
願
で
あ

り
、
大
い
に
期
待
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

一
方
、
靖
國
神
社
に
代
わ

る
新
た
な
国
立
の
追
悼
施
設

の
建
設
は
絶
対
反
対
で
あ

り
、
建
設
に
向
け
て
の
動
き

が
あ
れ
ば
断
固
阻
止
す
る
。

　

戦
没
者
遺
族
に
対
す
る
処

遇
改
善
は
、
国
家
補
償
の
理

念
に
基
づ
き
改
善
す
べ
き
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

平
成
二
十
五
年
度
政
府
予
算

に
対
す
る
本
会
の
処
遇
改
善

項
目
の
最
重
点
で
あ
っ
た

「
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
」
が
、
遺
家
族

議
員
協
議
会
の
先
生
方
等
の

ご
尽
力
に
よ
り
継
続
さ
れ
た

こ
と
は
誠
に
同
慶
に
た
え
な

い
。
ま
た
、
平
成
二
十
七
年

に
最
終
償
還
を
迎
え
る
「
特

別
弔
慰
金
」
の
継
続
・
増
額

運
動
は
、
今
か
ら
始
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

先
の
大
戦
が
終
結
し
て
か

ら
六
十
八
年
目
の
年
を
迎
え

た
。戦
争
の
記
憶
が
風
化
し
、

国
民
は
戦
争
の
悲
惨
さ
、
平

和
の
尊
さ
を
忘
れ
つ
つ
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
に
お

い
て
戦
争
で
か
け
が
え
の
な

い
肉
親
を
失
っ
た
戦
没
者
遺

族
は
、
今
日
の
日
本
の
平
和

と
繁
栄
が
、
戦
争
で
散
華
さ

れ
た
英
霊
の
尊
い
犠
牲
の
う

え
に
あ
る
こ
と
を
決
し
て
忘

れ
る
こ
と
な
く
、
英
霊
を
顕

彰
し
、
後
世
代
へ
と
引
き
継

い
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
も
「
孫
・
曾
孫

の
会
」
の
組
織
化
を
図
る
。

　

我
々
、
二
十
一
世
紀
を
生

き
る
戦
没
者
遺
族
は
、
光
輝

あ
る
組
織
を
継
承
し
、
国
の

礎
と
な
ら
れ
た
英
霊
の
尊
い

御
心
を
忘
れ
ず
、
初
心
に
立

ち
返
り
、
絆
を
大
切
に
心
あ

る
国
民
と
共
に
世
界
の
恒
久

平
和
を
目
指
し
、
戦
争
の
悲

惨
さ
と
平
和
の
尊
さ
を
戦
後

世
代
に
し
っ
か
り
と
語
り
継

い
で
い
き
た
い
。

　

つ
い
て
は
、
こ
こ
に
平
成

二
十
五
年
度
活
動
方
針
・
事

業
計
画
を
策
定
し
、
懸
案
解

決
に
邁
進
す
る
。

活
動
方
針

一
、
英
霊
顕
彰
運
動
の
推
進

　

我
々
が
今
日
、
平
和
と
自

由
の
恩
恵
を
享
受
で
き
る
の

は
、
先
の
大
戦
で
国
の
礎
と

な
ら
れ
た
戦
没
者
の
尊
い
犠

牲
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
思
い
を
い
た
し
、
国
家
、

国
民
は
戦
没
者
に
尊
崇
と
感

謝
の
誠
を
捧
げ
る
こ
と
を
決

し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
の
戦
没
者
を
祀
る
我
が

国
唯
一
の
追
悼
施
設
で
あ
る

靖
國
神
社
に
、
国
を
代
表
し

て
内
閣
総
理
大
臣
が
参
拝
さ

れ
る
こ
と
は
極
め
て
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。

　

昨
年
十
二
月
に
行
わ
れ
た

衆
議
院
選
挙
で
自
民
党
は
圧

勝
し
、
民
主
党
に
代
り
三
年

三
カ
月
ぶ
り
に
政
権
与
党
に

復
帰
し
、
安
倍
晋
三
自
民
党

総
裁
が
第
九
十
六
代
内
閣
総

理
大
臣
に
選
出
さ
れ
第
二
次

安
倍
内
閣
が
発
足
し
た
。

　

安
倍
総
理
は
「
国
の
指
導

者
が
靖
國
神
社
に
参
拝
す
る

の
は
当
然
だ
。
首
相
在
任
中

に
参
拝
で
き
な
か
っ
た
の
は

痛
恨
の
極
み
だ
」
と
、
自
民

党
総
裁
選
中
に
発
言
し
て
お

り
、
総
理
、
閣
僚
は
近
隣
諸

国
か
ら
の
圧
力
に
屈
せ
ず
、

堂
々
と
靖
國
神
社
に
参
拝
す

べ
き
で
あ
る
。

　

更
に
、
靖
國
神
社
に
代
わ

る
新
た
な
国
立
の
追
悼
施
設

の
建
設
は
靖
國
神
社
を
形
骸

化
す
る
だ
け
で
な
く
、
戦
没

者
遺
族
の
心
情
を
逆
撫
で
す

る
よ
う
な
施
設
で
あ
り
、
断

じ
て
容
認
で
き
な
い
。
中

国
・
韓
国
の
対
応
に
よ
っ
て

は
新
た
な
建
設
に
向
け
て
の

動
き
が
再
燃
す
る
懸
念
も
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
我
々

は
、
建
設
に
向
け
て
の
動
き

が
あ
れ
ば
断
固
阻
止
す
る
。

　

ま
た
、
大
東
亜
戦
争
の
正

し
い
歴
史
観
の
確
立
を
は
じ

め
、
歴
史
、
伝
統
、
文
化
な

ど
、
よ
き
固
有
の
精
神
文
化

の
継
承
に
努
め
る
。�

二
、
処
遇
改
善
運
動
の
推
進

　

戦
没
者
遺
族
に
対
し
て
支

給
さ
れ
る
公
務
扶
助
料
等

は
、
国
家
補
償
の
理
念
に
基

づ
き
改
善
さ
れ
る
べ
き
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
に

最
終
償
還
を
迎
え
る
特
別
弔

慰
金
に
つ
い
て
は
、
継
続
・

増
額
実
現
に
向
け
運
動
を
開

始
す
る
。
な
お
、
支
給
方
法

の
改
善
等
に
つ
い
て
も
併
せ

て
運
動
す
る
。�

三
、
組
織
の
拡
充
強
化 

　

本
会
の
使
命
は
、
英
霊
の

顕
彰
と
戦
没
者
遺
族
の
福
祉

の
向
上
で
あ
り
、
後
退
は
許

さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
継

者
で
あ
る
戦
没
者
遺
児
も
高

齢
化
は
否
め
な
い
こ
と
か

ら
、
組
織
の
再
構
築
を
加
速

し
、
光
輝
あ
る
組
織
の
継
承

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
、「
戦
没
者
の

孫
・
曾
孫
の
会
」
の
組
織
化

は
焦
眉
の
急
を
要
す
る
。
本

部
・
支
部
と
連
携
を
密
に
し

て
、
各
種
事
業
に
孫
・
曾
孫

を
含
め
、
家
族
ぐ
る
み
で
参

加
出
来
る
機
会
を
増
や
す
努

力
を
す
る
。

　

ま
た
、
特
別
弔
慰
金
受
給

者
、
慰
霊
友
好
親
善
事
業
及

び
遺
骨
帰
還
事
業
参
加
者
等

に
対
し
て
、
各
支
部
へ
の
積

極
的
な
入
会
の
働
き
か
け
を

行
う
な
ど
組
織
の
拡
充
に
努

め
る
。

　

組
織
活
動
の
維
持
に
は
財

政
の
確
立
が
欠
か
せ
な
い
。

こ
の
た
め
本
部
で
は
福
祉
事

業
の
収
益
部
門
を
強
化
す
る

と
共
に
、
支
部
も
あ
ら
ゆ
る

方
途
を
講
じ
て
資
金
の
確
保

に
努
め
る
。
更
に
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
・
機
関
紙
等
を
充

実
さ
せ
、
積
極
的
な
広
報
活

動
を
行
う
。�

四 

、
遺
児
の
慰
霊
友
好
親
善

事
業
及
び
遺
骨
帰
還
事
業

等
の
推
進 

　

遺
児
の
慰
霊
友
好
親
善
事

業
は
、
各
支
部
等
の
協
力
を

得
て
全
国
の
一
七
四
〇
余
り

の
市
区
町
村
の
広
報
誌
等
へ

の
掲
載
依
頼
を
す
る
な
ど
し

て
参
加
者
を
募
っ
た
が
、
広

報
の
遅
れ
等
に
よ
り
参
加
者

は
昨
年
を
下
回
っ
た
。

　

戦
没
者
遺
児
は
平
均
七
十

二
歳
を
超
え
、
高
齢
化
が
顕

著
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
付

添
者
や
事
業
内
容
の
充
実
、

実
施
地
域
、
日
程
等
を
再
検

討
す
る
と
共
に
、
広
報
活
動

の
拡
大
や
本
事
業
の
周
知
徹

底
を
図
り
、
参
加
者
増
に
努

め
る
。
更
に
は
、
引
き
続
き

同
事
業
の
補
助
事
業
団
体
と

な
る
よ
う
努
力
す
る
。

　

ま
た
、
政
府
主
催
の
遺
骨

帰
還
事
業
等
に
積
極
的
に
参

加
協
力
す
る
。

　

民
間
建
立
慰
霊
碑
等
整
理

事
業
や
海
外
未
送
還
遺
骨
情

報
収
集
事
業
、
樺
太
・
千
島

戦
没
者
慰
霊
碑
維
持
管
理
事

業
に
つ
い
て
も
事
業
の
重
要

性
に
鑑
み
、
引
き
続
き
本
会

に
委
託
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。

五
、
社
会
奉
仕
活
動
の
推
進

　

恒
久
平
和
を
目
指
し
、
国

内
や
旧
戦
域
に
お
い
て
戦
没

者
遺
族
に
相
応
し
い
社
会
奉

仕
活
動
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

を
各
支
部
の
協
力
、
遺
児
の

慰
霊
友
好
親
善
事
業
等
を
通

じ
て
引
き
続
き
企
画
実
施
す

る
。

事
業
計
画

一
、
英
霊
顕
彰
運
動

⑴ 　
総
理
、
閣
僚
の
靖
國
神

社
へ
の
参
拝
運
動
の
推
進

①�　
終
戦
か
ら
六
十
八
年
の

歳
月
が
流
れ
、
国
民
の
七

割
以
上
が
戦
後
生
ま
れ
と

な
り
、
先
の
大
戦
が
風
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

�　
日
本
の
安
寧
と
繁
栄
を

願
い
散
華
さ
れ
た
英
霊
に

対
し
、
我
が
国
を
代
表
す

る
内
閣
総
理
大
臣
が
靖
國

神
社
に
参
拝
し
、
英
霊
に

尊
崇
と
感
謝
の
誠
を
捧
げ

る
こ
と
は
極
め
て
当
然
の

こ
と
で
あ
り
、
国
家
存
立

の
基
本
で
あ
る
。

　

�　
こ
の
た
め
、
関
係
諸
団

体
と
連
携
を
密
に
し
て
、

引
き
続
き
総
理
、
閣
僚
の

靖
國
神
社
参
拝
の
定
着
化

に
努
め
る
。

②　

環
境
整
備

ア
．
世
論
喚
起

　

�　
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
へ
の

投
稿
を
中
心
に
若
者
世
代

の
世
論
喚
起
に
努
め
る
。

　

�　
ま
た
、
英
霊
に
こ
た
え

る
会
の
事
業
に
積
極
的
に

協
力
す
る
。

イ
．
国
会
対
策

　

�　
国
会
議
員
の
約
八
割
以

日
本
遺
族
会

活
動
方
針
・
事
業
計
画

し
い
と
考
え
る
。

⑶　

一
般
財
団
法
人
日
本
遺

族
会
青
年
部
規
約
（
案
）

　

「
青
年
部
」
規
約
案
を
策

定
し
た
。
部
会
の
名
称
に
つ

い
て
は
、
広
く
意
見
を
聴
取

し
決
定
す
る
こ
と
と
い
た
し

た
い
。
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上
が
戦
後
生
ま
れ
と
な

り
、
世
代
交
代
が
進
ん
で

い
る
。

　

�　
つ
い
て
は
、
総
理
の
靖

國
神
社
参
拝
を
は
じ
め
先

の
大
戦
や
靖
國
神
社
問
題

等
の
正
し
い
知
識
、
並
び

に
本
会
の
組
織
や
活
動
を

理
解
、
認
識
い
た
だ
く
た

め
、
遺
家
族
議
員
協
議
会

と
連
携
し
、
本
会
事
業
の

啓
蒙
に
努
め
る
。

　

�　
更
に
は
、
与
野
党
国
会

議
員
、
特
に
初
当
選
し
た

国
会
議
員
に
対
し
、「
み
ん

な
で
靖
國
神
社
に
参
拝
す

る
国
会
議
員
の
会
」
ヘ
の

入
会
を
促
す
と
共
に
、
靖

國
神
社
へ
の
参
拝
を
働
き

か
け
る
。�

⑵ 　
国
立
の
戦
没
者
追
悼
施

設
建
設
構
想
の
阻
止 

　

今
後
、
中
国
・
韓
国
の
圧

力
に
よ
っ
て
は
建
設
に
向
け

て
動
き
出
す
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
の
動

向
を
注
視
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
た
め
、
情
報
収
集

に
努
め
る
と
共
に
、
他
団
体

と
連
携
し
て
建
設
に
向
け
て

の
動
き
が
あ
れ
ば
断
固
阻
止

す
る
。

⑶ 　
知
事
の
護
國
神
社
参
拝

運
動
の
推
進 

　

近
年
の
護
國
神
社
へ
の
知

事
参
拝
は
二
十
五
県
程
度
で

あ
る
。
参
拝
さ
れ
な
い
支
部

に
あ
っ
て
は
参
拝
を
要
請
す

る
。
ま
た
、
靖
國
神
社
へ
参

拝
も
併
せ
て
要
請
す
る
。

　

東
京
都
に
お
い
て
は
石
原

前
知
事
か
ら
猪
瀬
知
事
に
交

代
し
た
が
、
引
き
続
き
他
団

体
と
協
力
し
て
都
知
事
の
靖

國
神
社
参
拝
を
要
請
す
る
。�

⑷ 　
大
東
亜
戦
争
の
正
し
い

歴
史
観
の
確
立�

①�　
「
東
京
裁
判
史
観
」
の

払
拭
と
大
東
亜
戦
争
の
正

し
い
歴
史
観
の
確
立
に
努

め
る
。

②�　
関
係
団
体
と
協
力
し
、

平
和
の
尊
さ
を
次
世
代
に

伝
え
る
た
め
、
絵
本
、
マ

ン
ガ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
を
活
用

し
て
広
報
活
動
に
努
め
る
。

　

�　
ま
た
、「
語
り
ベ
の
会
」

等
を
催
し
、
子
供
た
ち
に

積
極
的
に
語
り
継
ぐ
。

③　

引
き
続
き
昭
和
館
の
展

示
や
巡
回
特
別
企
画
展
を

通
じ
て
戦
中
、
戦
後
の
国

民
生
活
の
労
苦
を
後
世
代

に
伝
え
る
啓
蒙
活
動
に
努

め
る
。�

⑸ 　
市
区
町
村
に
お
け
る
慰

霊
祭
等
の
実
施 

　

戦
没
者
の
慰
霊
祭
は
、
遺

族
の
た
め
の
も
の
で
は
な

く
、
国
の
平
和
と
愛
す
る
郷

土
の
平
安
、
そ
し
て
家
族
の

幸
せ
を
願
っ
て
犠
牲
と
な
ら

れ
た
人
々
が
対
象
で
あ
り
、

各
自
治
体
は
率
先
し
て
主
導

す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
戦

前
戦
中
の
徴
兵
制
度
に
お
い

て
、
地
方
自
治
体
が
果
た
し

た
役
割
を
考
え
る
と
き
、
そ

の
責
任
は
永
遠
に
免
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
遺
族
の
高
齢
化
が
著
し

い
こ
と
か
ら
、
今
後
は
孫
・

曾
孫
の
参
列
に
一
層
努
力
す

る
。

　

ま
た
、
慰
霊
祭
実
施
前
の

清
掃
奉
仕
活
動
は
、
家
族
揃

っ
て
行
う
。�

⑹　

靖
國
神
社
等
と
の
連
携

　

靖
國
神
社
、
護
國
神
社
、

千
鳥
ケ
淵
戦
没
者
墓
苑
及
び

各
種
慰
霊
団
体
と
の
連
携
を

密
に
し
、
引
き
続
き
相
互
理

解
を
深
め
る
。

　

ま
た
、
靖
國
神
社
崇
敬
奉

賛
会
の
事
業
に
引
き
続
き
協

力
す
る
。�

⑺ 　
全
国
戦
没
者
追
悼
式

（
八
月
十
五
日
）
の
放
映

時
間
の
延
長 

　

毎
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
中
継
さ
れ

る
全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
放

映
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
編
集
幹
部
と
折
衝
し

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、

手
法
及
び
式
典
内
容
等
に
工

夫
を
加
え
、
改
め
て
陳
情
運

動
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑻　

そ
の
他 

　

英
霊
に
こ
た
え
る
会
と
協

力
し
て
、
中
央
及
び
地
方
に

お
い
て
英
霊
顕
彰
の
各
種
事

業
を
企
画
実
施
す
る
。

　

六
月
二
十
三
日
は
沖
縄
県

に
お
け
る
「
慰
霊
の
日
」
で

あ
り
、
沖
縄
県
遺
族
連
合
会

が
主
催
す
る
「
平
和
祈
願
慰

霊
大
行
進
」
に
引
き
続
き
参

加
協
力
す
る
。�

二�

、
戦
没
者
遺
族
の
処
遇
改

善
運
動

⑴　

公
務
扶
助
料
等
の
改
善

　

高
齢
化
著
し
い
戦
没
者
遺

族
に
と
っ
て
、
公
務
扶
助
料

等
は
生
き
て
行
く
た
め
の
重

要
な
糧
と
な
っ
て
い
る
の
は

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
部
で
は
公
的
年
金
引

き
下
げ
の
声
も
聞
か
れ
る
。

戦
没
者
遺
族
に
対
し
て
支
給

さ
れ
る
公
務
扶
助
料
等
の
意

義
に
つ
い
て
、
国
家
補
償
の

理
念
で
支
給
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
機
会
を
捉
え

広
く
知
ら
し
め
る
努
力
を
引

き
続
き
行
う
。

　

ま
た
、
公
務
扶
助
料
等
支

給
の
主
旨
に
副
っ
て
改
善
が

行
わ
れ
る
よ
う
、
強
く
国
に

働
き
か
け
る
。�

⑵ 　
特
別
弔
慰
金
の
支
給
範

囲
の
拡
大�

　

特
別
弔
慰
金
は
、
国
と
し

て
戦
没
者
に
弔
慰
の
意
を
表

し
た
も
の
で
あ
り
、
国
は
戦

没
者
を
忘
れ
な
い
と
い
う
証

で
も
あ
る
。こ
の
事
に
鑑
み
、

引
き
続
き
公
務
扶
助
料
等
受

給
者
が
失
権
し
た
場
合
、
そ

の
残
さ
れ
た
遺
族
に
対
し
、

速
や
か
に
支
給
さ
れ
る
よ
う

自
民
党
等
国
会
議
員
、
関
係

省
庁
に
対
し
て
制
度
の
改
善

を
行
う
よ
う
働
き
か
け
を
強

化
す
る
。

　

更
に
、
平
成
二
十
七
年
に

は
最
終
償
還
を
迎
え
る
。
本

会
の
存
亡
を
左
右
す
る
事
案

で
あ
り
、
継
続
・
増
額
実
現

に
む
け
て
具
体
的
な
運
動
方

法
の
検
討
に
着
手
す
る
。�

⑶ 　
全
国
戦
没
者
追
悼
式
へ

の
国
費
参
列
者
の
対
象
範

囲
の
拡
大
及
び
式
典
内
容

の
改
善
等 

　

全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
趣

旨
に
鑑
み
、
国
費
で
負
担
す

る
遺
族
代
表
の
増
員
、
対
象

範
囲
を
戦
没
者
の
曾
孫
、甥
、

姪
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
は
勿

論
、
戦
没
者
の
子
・
兄
弟
姉

妹
の
配
偶
者
も
制
約
な
き
よ

う
参
列
で
き
る
制
度
の
改
善

に
引
き
続
き
努
力
す
る
。

　

ま
た
、
式
典
に
児
童
・
生

徒
の
参
列
を
促
し
、
平
和
を

願
う
詩
の
朗
読
等
を
行
う
な

ど
、
式
典
内
容
の
見
直
し
を

関
係
当
局
に
要
請
す
る
。�

三
、
組
織
の
拡
充
強
化

⑴　

組
織
の
拡
充
強
化 

①�　
戦
没
者
の
遺
児
は
、
組

織
の
中
心
的
役
割
を
担
う

こ
と
を
自
覚
し
、
慰
霊
祭

へ
の
参
加
、会
費
の
徴
収
、

機
関
紙
の
配
布
等
々
、
積

極
的
に
支
部
の
活
動
に
参

加
協
力
す
る
の
は
無
論
、

各
種
事
業
に
戦
没
者
の

孫
・
曾
孫
等
と
一
緒
に
参

加
す
る
な
ど
、
新
た
な
後

継
者
づ
く
り
に
努
力
す
る
。

　

�　
ま
た
、
本
部
で
は
女
性

部
研
修
会
、
事
務
局
長
会

等
を
通
じ
て
、「
孫
・
曾
孫

の
会
」
の
組
織
化
を
加
速

さ
せ
る
。

②�　
支
部
に
あ
っ
て
は
、
引

き
続
き
魅
力
の
あ
る
支
部

づ
く
り
を
創
造
す
る
と
共

に
、
戦
没
者
の
孫
・
曾
孫

等
の
会
の
組
織
化
、
並
び

に
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
、
更

に
甥
姪
を
含
め
た
新
規
会

員
の
獲
得
に
努
め
る
。

ア�

．
慰
霊
友
好
親
善
事
業
及

び
遺
骨
帰
還
事
業
の
参
加

者
等
に
対
し
、
説
明
会
や

報
告
会
等
の
会
合
を
設

け
、
漏
れ
な
く
会
員
と
す

る
よ
う
に
努
力
す
る
。

イ�

．
特
別
弔
慰
金
受
給
対
象

者
に
対
し
、
簡
単
な
資
料

等
を
作
成
し
、
申
請
に
関

す
る
相
談
等
を
通
じ
て
、

そ
の
主
旨
、
運
動
の
経
緯

等
を
説
明
す
る
と
共
に
、

理
解
と
協
力
を
要
請
し
、

組
織
活
動
へ
の
参
画
を
働

き
か
け
る
。

ウ�

．
次
世
代
後
継
者
で
あ
る

「
戦
没
者
の
孫
、
曾
孫
の

会
」
の
組
織
化
に
取
り
組

み
、
本
年
の
会
員
数
を
各

支
部
五
十
〜
百
名
程
度
を

目
標
に
し
、
早
急
に
支
部

市
町
村
内
に
お
い
て
も

「
戦
没
者
の
孫
、
曾
孫
の

会
」
の
部
会
が
で
き
る
よ

う
努
め
る
。

③�　
女
性
部
は
、
本
会
に
提

言
し
た
事
項
に
つ
い
て
着

実
に
実
行
に
移
す
よ
う
本

部
・
支
部
と
一
体
と
な

り
、引
き
続
き
取
り
組
む
。

　

�　
ま
た
、
各
支
部
に
あ
っ

て
は
、
女
性
遺
児
の
参
加

を
積
極
的
に
要
請
す
る
と

共
に
、
遺
児
の
配
偶
者
、

孫
、
曾
孫
の
入
部
を
促
進

し
、
後
継
者
の
育
成
に
努

め
る
。

　

�　
更
に
、
家
族
ぐ
る
み
で

参
加
で
き
る
魅
力
的
な
部

会
を
引
き
続
き
模
索
す
る
。

④�　
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
を
開
催

し
、
連
携
を
密
に
す
る
と

共
に
、
情
報
の
共
有
化
を

図
る
。�

⑵　

財
源
の
確
保 

①�　
本
会
は
、
支
部
か
ら
の

分
担
金
を
軽
減
す
る
と
共

に
、
唯
一
の
収
益
部
門
で

あ
る
福
祉
事
業
会
計
の
機

関
紙
の
販
売
強
化
に
努

め
、
そ
の
他
、
本
会
に
ふ

さ
わ
し
い
収
益
事
業
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

　

�　
ま
た
、
本
会
の
活
動
内

容
の
充
実
を
よ
り
一
層
図

る
た
め
、
法
人
、
一
般
等

か
ら
幅
広
く
賛
助
金
を
受

け
入
れ
る
。

　

�　
そ
の
他
、
あ
ら
ゆ
る
方

途
を
講
じ
て
財
源
の
確
保

に
努
め
る
。

②�　
支
部
に
お
い
て
は
、
会

費
の
減
少
が
著
し
い
現
状

で
財
源
の
確
保
は
深
刻
な

問
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
が
継
続
さ
れ

た
機
会
に
、
支
部
の
会
運

営
の
基
盤
と
な
る
財
源
を

確
保
す
る
た
め
拠
金
願
う
。

　

�　
ま
た
、
平
成
二
十
七
年

の
特
別
弔
慰
金
の
継
続
・

増
額
運
動
に
向
け
、
受
給

者
に
そ
の
獲
得
運
動
の
主

旨
を
説
明
し
、
会
の
運
営

に
関
す
る
理
解
を
求
め
、

拠
金
等
を
働
き
か
け
る
。�

⑶　

支
部
事
務
局
の
強
化 

　

組
織
の
拡
充
強
化
は
支
部

事
務
局
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
引
き

続
き
本
部
、
支
部
、
更
に
は

支
部
相
互
間
の
連
携
を
密
に

し
て
強
化
を
図
る
。�
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⑷　

実
態
調
査
の
継
続
実
施

　

各
支
部
は
、
遺
族
の
実
態

調
査
を
引
き
続
き
行
う
な
ど

し
て
会
員
名
簿
を
整
理
し
、

遺
族
会
員
の
把
握
に
努
め
る

と
共
に
、
新
規
会
員
の
獲
得

に
引
き
続
き
努
力
す
る
。�

⑸　

啓
蒙
活
動
の
実
践 

①�　
機
関
紙
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
更

新
す
る
な
ど
し
て
、
英
霊

顕
彰
並
び
に
処
遇
改
善
運

動
や
慰
霊
事
業
等
の
本
会

の
活
動
内
容
を
、
遺
族
会

員
の
み
な
ら
ず
広
く
一
般

に
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
、

わ
か
り
易
く
、
か
つ
正
確

な
情
報
伝
達
を
行
う
。

②�　
本
会
の
運
動
や
組
織
に

対
す
る
理
解
と
協
力
を
得

る
た
め
、
慰
霊
友
好
親
善

事
業
参
加
者
等
に
対
す
る

機
関
紙
の
個
人
購
読
の
拡

大
を
図
る
と
共
に
、
市
区

町
村
支
部
へ
の
直
送
や
末

端
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
配
布

な
ど
を
確
実
に
実
施
す
る
。

③�　
各
支
部
で
は
、
遺
族
会

に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

等
を
作
成
す
る
な
ど
し

て
、
会
員
自
ら
家
族
ぐ
る

み
で
の
本
会
活
動
へ
の
参

加
を
呼
び
か
け
る
。�

⑹　

そ
の
他 

　

公
益
法
人
改
革
に
伴
い
、

本
会
は
平
成
二
十
五
年
四
月

一
日
よ
り
非
営
利
型
・
一
般

財
団
法
人
と
な
る
。
つ
い
て

は
、
新
法
人
規
定
に
沿
っ
た

改
定
処
理
を
行
う
と
共
に
、

諸
会
議
の
手
続
き
や
会
計
処

理
等
、
専
門
家
等
の
助
言
を

受
け
な
が
ら
滞
り
な
く
事
務

手
続
き
を
進
め
る
。�

四 

、
遺
児
の
慰
霊
友
好
親
善

事
業
及
び
遺
骨
帰
還
事
業

等
⑴ 　
遺
児
の
慰
霊
友
好
親
善

事
業 

　

本
事
業
が
引
き
続
き
補
助

事
業
団
体
と
な
る
よ
う
努
め

る
。
ま
た
、
各
支
部
等
の
協

力
を
得
て
、
各
地
方
公
共
団

体
の
広
報
誌
や
新
聞
の
パ
ブ

リ
ッ
ク
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
す

る
と
共
に
、
本
会
か
ら
も
各

市
町
村
の
広
報
担
当
者
へ
記

事
掲
載
並
び
に
広
報
依
頼
を

引
き
続
き
行
う
。

　

更
に
は
、
ポ
ス
タ
ー
を
作

成
し
て
参
加
者
を
募
る
と
共

に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る

Ｐ
Ｒ
活
動
を
強
化
す
る
。

　

ま
た
、
事
務
処
理
の
Ｉ
Ｔ

化
を
進
め
、
事
務
の
効
率
化

を
図
る
と
共
に
、
参
加
者
の

高
齢
化
に
伴
い
、
付
添
者
や

実
施
期
間
、
訪
問
地
等
の
事

業
内
容
の
見
直
し
の
検
討
を

行
う
。

◎
平
成
25
年
度
実
施
地
域

⑴　

16
地
域
延
べ
17
回
・
七

　

九
二
名
（
予
定
）

　

①
旧
満
州
、
②
西
部
ニ
ュ

ー
ギ
ニ
ア
、
③
旧
ソ
連
、
④

ア
ッ
ツ
島
、
⑤
中
国
、
⑥
マ

リ
ア
ナ
諸
島
、
⑦
東
部
ニ
ュ

ー
ギ
ニ
ア
、
⑧
ボ
ル
ネ
オ
、

⑨
マ
レ
ー
半
島
、
⑩
ト
ラ
ッ

ク
、
⑪
パ
ラ
オ
諸
島
、
⑫
ソ

ロ
モ
ン
諸
島
、
⑬
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
⑭
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
⑮
台

湾
・
バ
シ
ー
海
峽

※�

以
下
の
地
域
は
二
次
を
実

施
す
る

　

①
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

②
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
イ
ン
ド
、

③
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
④
中
国

⑵�　
小
規
模（
特
定
）・
３
地

域
一
〇
八
名
（
予
定
）

　

①
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
、
②

西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
③
マ

ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー
ト
諸

島�⑵ 　
民
間
建
立
慰
霊
碑
等
整

理
事
業�

　

本
事
業
も
本
年
度
、
引
き

続
き
本
会
に
委
託
さ
れ
る
よ

う
努
め
、
厚
生
労
働
省
の
指

導
の
も
と
地
方
自
治
体
、
関

係
団
体
等
と
協
力
し
て
実
施

す
る
。

◎�

平
成
25
年
度
実
施
地
域
・

２
地
域
（
予
定
）

　

①
旧
ソ
連
、
②
ミ
ク
ロ
ネ

シ
ア
連
邦�

⑶ 　
海
外
未
送
還
遺
骨
情
報

収
集
事
業 

　

本
事
業
も
引
き
続
き
本
会

に
委
託
さ
れ
る
よ
う
努
め
、

厚
生
労
働
省
の
指
導
の
も
と

地
方
自
治
体
、
関
係
団
体
等

と
協
力
し
て
実
施
す
る
。

◎�

平
成
25
年
度
実
施
地
域
・

２
地
域
（
予
定
）

　

①
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

②
ビ
ス
マ
ー
ク
・
ソ
ロ
モ
ン

諸
島�

⑷ 　
樺
太
・
千
島
戦
没
者
慰

霊
碑
維
持
管
理
事
業 

　

厚
生
労
働
省
の
指
導
の
も

と
、
関
係
機
関
等
の
協
力
を

得
て
、
ロ
シ
ア
・
サ
ハ
リ
ン

州
ス
ミ
ル
ヌ
イ
フ
に
あ
る

「
樺
太
・
千
島
戦
没
者
慰
霊

碑
」
の
良
好
な
維
持
管
理
に

努
め
る
。�

⑸ 　
政
府
主
催
の
遺
骨
帰
還

事
業
等�

　

政
府
主
催（
厚
生
労
働
省
）

の
遺
骨
帰
還
事
業
等
に
は
、

引
き
続
き
積
極
的
に
協
力
す

る
と
共
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る
Ｐ
Ｒ
を
行
う
。

◎�
平
成
25
年
度
遺
骨
帰
還
事

業
等
実
施
地
域
・
15
地
域

（
予
定
）

　

①
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
②
東
部

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
③
ビ
ス
マ

ー
ク
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
④

パ
ラ
オ
、⑤
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

⑥
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
、⑦
沖
縄
、

⑧
硫
黄
島
、
⑨
モ
ン
ゴ
ル
、

⑩
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
、⑪
沿
海
、

⑫
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
、
⑬
ア
ム

ー
ル
、
⑭
ケ
メ
ロ
ボ
、
⑮
カ

ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国

◎�

平
成
25
年
度
慰
霊
巡
拝
実

施
地
域
・
12
地
域（
予
定
）

　

①
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
②
東
部

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
③
ビ
ス
マ

ー
ク
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
④

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
⑤
ミ
ャ
ン

マ
ー
、
⑥
モ
ン
ゴ
ル
、
⑦
中

国
、
⑧
硫
黄
島
、
⑨
ハ
バ
ロ

フ
ス
ク
、
⑩
沿
海
、
⑪
ア
ル

タ
イ
、
⑫
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス

ク�⑹　
戦
跡
慰
霊
巡
拝 

　

本
会
主
催
の
戦
跡
慰
霊
巡

拝
は
、
各
支
部
の
協
力
を
得

て
沖
縄
地
域
（
予
定
）
を
実

施
す
る
。�

五
、
社
会
奉
仕
活
動
の
推
進

⑴ 　
国
内
に
お
け
る
社
会
奉

仕
活
動�

　

各
支
部
に
お
い
て
は
、
一

人
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
年
老
い
た
戦
没
者
の

妻
等
の
家
庭
や
施
設
を
訪
問

し
、
清
掃
や
話
し
相
手
等
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
引
き

続
き
実
施
す
る
と
共
に
、
母

に
感
謝
す
る
会
や「
母
の
日
」

に
合
わ
せ
た
行
事
等
を
継
続

し
て
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
護
國
神
社
、
諸
社
、

慰
霊
碑
、
忠
魂
碑
等
の
清
掃

奉
仕
活
動
に
は
孫
や
曾
孫

等
、家
族
揃
っ
て
参
加
す
る
。�

⑵ 　
海
外
に
お
け
る
社
会
奉

仕
活
動�

　

先
の
大
戦
の
旧
戦
域
に
お

け
る
恵
ま
れ
な
い
子
供
た
ち

に
対
し
て
、（
財
）
日
本
ユ
ニ

セ
フ
協
会
や
日
本
赤
十
字
社

を
通
じ
て
の
援
助
等
や
、
戦

争
に
よ
る
深
い
悲
し
み
を
経

験
し
た
戦
没
者
遺
族
が
等
し

く
思
う
、
戦
の
な
い
世
界
の

恒
久
平
和
の
実
現
に
向
け
て

啓
蒙
活
動
を
行
う
な
ど
、
本

会
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
奉
仕

活
動
を
引
き
続
き
企
画
実
施

す
る
。

　

ま
た
、
遺
児
の
慰
霊
友
好

親
善
事
業
を
通
じ
て
、
旧
戦

域
の
災
害
被
災
者
等
に
対
す

る
衣
類
等
の
援
助
、
本
会
が

ミ
ャ
ン
マ
ー
（
旧
ビ
ル
マ
）

ヘ
平
成
十
一
年
度
か
ら
三
年

間
で
三
校
を
建
設
贈
呈
し
た

小
学
校
や
各
地
域
の
小
学

校
、
孤
児
院
、
病
院
等
の
諸

施
設
を
訪
問
し
、
学
用
品
・

車
椅
子
等
を
寄
贈
す
る
。
更

に
は
、
植
林
活
動
等
に
も
協

力
す
る
。

岡山県知事より新法人設立の認可
本年４月１日から一般財団法人に

岡山県遺族連盟
　

公
益
法
人
制
度
改
革
に
伴

い
、
特
例
民
法
法
人
の
位
置

付
け
で
あ
っ
た
岡
山
県
遺
族

連
盟
は
、
非
営
利
型
・
一
般

財
団
法
人
の
移
行
認
可
を
得

る
べ
く
一
昨
年
来
よ
り
準
備

を
進
め
て
き
た
が
、
昨
年
十

二
月
に
公
益
認
定
等
審
議
会

の
審
査
を
経
て
、
本
年
三
月

十
八
日
付
で
岡
山
県
知
事
か

ら
一
般
財
団
法
人
の
設
立
認

可
を
い
た
だ
い
た
。

　

こ
の
設
立
認
可
を
受
け
、

今
後
、
現
法
人
の
解
散
登
記

及
び
新
法
人
の
設
立
登
記
の

手
続
き
を
行
い
、
四
月
一
日

か
ら
一
般
財
団
法
人
と
し
て

新
法
人
の
規
程
に
沿
っ
て
諸

会
議
の
手
続
き
や
会
計
処
理

等
を
行
い
、
引
き
続
き
英
霊

顕
彰
事
業
、
遺
族
処
遇
改
善

事
業
等
を
進
め
る
。

　

ま
た
、県
遺
族
連
盟
で
は
、

新
法
人
移
行
前
の
三
月
二
十

七
日
に
理
事
会
、
評
議
員
会

を
開
催
し
、
平
成
二
十
五
年

度
活
動
方
針
・
事
業
計
画
及

び
同
予
算
の
審
議
を
行
う
と

共
に
、
諸
規
程
（
女
性
部
規

程
、
事
務
局
規
程
、
給
与
規

程
、
旅
費
規
程
、
表
彰
・
慶

弔
等
に
関
す
る
規
程
）
を
審

議
・
決
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

な
お
、
新
法
人
の
最
初
の

役
員
は
理
事
三
十
八
名
（
任

期
二
年
）、
監
事
二
名
（
任
期

二
年
）、
評
議
員
二
十
一
名

（
任
期
四
年
）
で
あ
り
現
行

よ
り
大
幅
に
減
員
さ
れ
た
。

　

新
法
人
の
理
事
長
及
び
副

理
事
長
、
常
任
理
事
、
監
事

の
氏
名
は
次
の
と
お
り
。

＊
理
事
長

　

岸
本　

清
美
氏（
津
山
市
）

＊
副
理
事
長
／
三
名

　

服
部　

剛
司
氏（
総
社
市
）

　

浅
野　
　

實
氏（
真
庭
市
）

　

秀
平　

良
子
氏（
笠
岡
市
）

＊
常
任
理
事
／
五
名

　

渡
辺　

雅
允
氏（
浅
口
市
）

　

田
渕　
　

潔
氏（
津
山
市
）

　

難
波　

慶
行
氏（
倉
敷
市
倉
敷
）

　

坂
根　

弘
子
氏
（
岡
山
市

西
大
寺
）

　

藤
原　

信
子
氏（
倉
敷
市
倉
敷
）

＊
監
事
／
二
名

　

石
原　

育
子
氏（
倉
敷
市
児
島
）

　

渡
邊　

繁
雄
氏（
井
原
市
）
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遺
族
会
の
動
き

平
成
二
十
五
年
三
月
行
事
表

５
日　

倉
敷
市
遺
族
連
合
協
議
会
靖
國
神
社
団
参
・
国
会
陳
情

（
東
京
方
面
）
二
泊

10
日　

岡
山
市
南
遺
族
連
合
会
総
会
（
吉
備
公
民
館
）

13
日　

都
窪
郡
早
島
町
遺
族
会
研
修
会
（
早
島
町
内
）

17
日　

岡
山
陸
軍
墓
地
清
掃
作
業
（
岡
山
市
津
高
・
旧
陸
軍
墓
地
）

19
日　

県
連
盟
正
副
会
長
・
常
任
理
事
会
議
（
県
連
盟
会
議
室
）

22
日　

岡
山
陸
軍
墓
地
春
季
彼
岸
祭
（
岡
山
市
津
高･

旧
陸
軍
墓
地
）

25
日　

美
作
市
郡
戦
没
者
慰
霊
祭
（
県
護
國
神
社
）

27
日　

県
連
盟
女
性
部
会
議
（
い
さ
お
会
館
）

　
　
　

県
連
盟
理
事
会
・
評
議
員
会
（
県
連
盟
大
会
議
室
）

28
日　

総
社
市
昭
和
地
区
戦
没
者
慰
霊
祭
（
県
護
國
神
社
）

平
成
二
十
五
年
四
月
行
事
表

１
日　

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
遺
族
連
盟
発
足

３
日　

県
護
國
神
社
創
立
記
念
日
祭
・
崇
敬
会
祭
（
県
護
國
神
社
）

５
日　

県
戦
没
者
春
季
慰
霊
祭
準
備
委
員
会
（
い
さ
お
会
館
）

11
日　

津
山
市
高
田
地
区
遺
族
会
護
國
神
社
参
拝
・
総
会
（
県
護
國
神
社
）

12
日　

県
護
國
神
社
御
創
立
百
四
十
年
記
念
事
業
奉
賛
会
常
任
理
事
会

（
い
さ
お
会
館
）

13
日　

津
山
市
滝
尾
地
区
戦
没
者
慰
霊
祭
（
滝
尾
忠
魂
碑
）

14
日　

高
梁
市
松
原
地
区
戦
没
者
慰
霊
祭
（
県
護
國
神
社
）

18
日　

津
山
市
高
野
地
区
戦
没
者
慰
霊
祭
（
県
護
國
神
社
）

20
日　

笠
岡
市
戦
没
者
追
悼
式
（
笠
岡
市
民
会
館
）

22
日　

津
山
市
遺
族
連
合
会
総
会
（
津
山
市
総
合
福
祉
会
館
）

23
日　

岡
山
市
岡
山
遺
族
連
合
会
総
会
（
い
さ
お
会
館
）

平
成
二
十
五
年
五
月
行
事
表

５
日　

県
戦
没
者
春
季
慰
霊
祭
（
県
護
國
神
社
）

６
日　

県
護
國
神
社
春
季
例
大
祭
（
県
護
國
神
社
）

　
　
　

津
山
市
二
宮
地
区
戦
没
者
慰
霊
祭
（
高
野
神
社
境
内
）

８
日　

倉
敷
市
遺
族
連
合
協
議
会
総
会
（
倉
敷
市
役
所
）

13
日　

倉
敷
市
倉
敷
遺
族
連
合
会
総
会
（
倉
敷
市
役
所
）

14
日　

高
梁
市
高
梁
地
区
戦
没
者
追
悼
式
（
高
梁
市
総
合
福
祉
Ｃ
）

20
日　

美
作
地
区
戦
没
者
招
魂
祭
（
津
山
雇
用
労
働
Ｃ
）

　
岡
山
県
遺
族
連
盟
女
性
部
は
二
月
二
十
日
㈬
、
岡
山
市
北
区
駅
元
町
「
ホ
テ
ル
グ
ラ

ン
ヴ
ィ
ア
岡
山
」
に
お
い
て
平
成
二
十
四
年
度
研
修
会
を
開
催
し
た
。

　
研
修
会
に
は
女
性
部
員
ら
百
十
名
が
参
加
。
英
霊
に
こ
た
え
る
会
中
央
本
部
の
中
條

髙
德
会
長
の
講
演
を
拝
聴
す
る
と
共
に
、
慰
霊
友
好
親
善
事
業
を
は
じ
め
各
慰
霊
巡
拝

に
参
加
し
た
部
員
が
報
告
を
行
っ
た
。

英
霊
に
こ
た
え
る
会
の
中
條
会
長
を
招
き

平
成
24
年
度
女
性
部
研
修
会
を
実
施
岡山県遺族連盟
女　性　部

　

研
修
会
は
、
坂
根
弘
子
女

性
部
副
部
長
の
司
会
で
午
前

十
時
三
十
分
に
開
会
。
岸
本

清
美
県
遺
族
連
盟
会
長
、
秀

平
良
子
女
性
部
長
の
挨
拶
に

続
い
て
、
前
岡
山
県
知
事
の

石
井
正
弘
氏
、
そ
し
て
衆
議

院
議
員
の
加
藤
勝
信
令
夫

人
、
橋
本
岳
・
山
下
貴
司
両

衆
議
院
議
員
の
秘
書
か
ら
ご

祝
辞
を
賜
っ
た
後
、
研
修
一

と
し
て
英
霊
に
こ
た
え
る
会

中
央
本
部
の
中
條
髙
德
会
長

の
講
演
を
拝
聴
し
た
。

　

「
日
本
こ
れ
で
い
い
の

か
・
千
代
子
は
ま
だ
生
き
て

い
ま
す
」と
題
し
た
講
演
で
、

中
條
会
長
は
「
今
日
、
私
は

ご
縁
に
よ
り
こ
の
会
場
で
皆

様
と
お
会
い
し
て
い
ま
す
。

縁
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今

日
、
参
集
さ
れ
た
皆
様
は
戦

没
者
遺
族
と
い
う
縁
で
集
ま

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ご
英
霊

の
お
陰
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
歴
史
に
学
ん

で
行
動
す
る
こ
と
は
非
常
に

大
切
な
こ
と
で
す
。
我
が
国

は
過
去
に
大
東
亜
戦
争
を
戦

い
ま
し
た
が
、
兵
隊
さ
ん
た

ち
は
国
家
・
国
民
の
た
め
に

戦
い
ま
し
た
。
決
し
て
軍
国

主
義
だ
か
ら
戦
っ
た
訳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
兵
隊
さ

ん
た
ち
を
祀
る
靖
國
神
社
に

国
の
代
表
者
が
近
隣
諸
国
に

配
慮
し
て
参
ら
な
い
。
こ
う

い
う
国
に
明
日
は
あ
り
ま
せ

ん
。あ
る
未
亡
人
の
方
が『
こ

ん
な
醜
い
国
の
た
め
に
、
う

ち
の
お
父
ち
ゃ
ん
は
死
ん
だ

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
』
と
言

わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

歴
史
を
振
り
返
れ
ば
日
本
は

昔
、
貧
乏
な
国
で
し
た
。
し

か
し
、
国
民
は
凛
と
し
て
い

ま
し
た
。
当
時
の
ア
ジ
ア
の

リ
ー
ダ
ー
た
ち
、
孫
文
、
蒋

介
石
、
朴
元
大
統
領
た
ち
も

日
本
に
学
び
に
来
て
い
ま
し

た
。
果
た
し
て
今
の
日
本
に

学
び
に
来
る
人
が
い
る
で
し

ょ
う
か
。
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ダ

ー
た
ち
も
戦
後
の
日
本
の
乱

れ
、
破
壊
さ
れ
た
日
本
人
の

心
を
嘆
い
て
い
ま
す
。
お
祖

父
さ
ん
、
お
父
さ
ん
た
ち
は

歴
史
と
伝
統
、
そ
し
て
誇
り

あ
る
日
本
民
族
を
継
ぐ
あ
な

た
方
の
た
め
に
、
命
を
賭
し

て
戦
っ
た
と
い
う
こ
と
を
心

に
留
め
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
講
演
を
結
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
休
憩
・
昼
食
を

挟
み
、
午
後
一
時
か
ら
遺
児

の
慰
霊
友
好
親
善
事
業
等
の

参
加
者
か
ら
報
告
が
行
わ
れ

た
。
慰
霊
友
好
親
善
事
業
で

は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
方
面
に
参

加
さ
れ
た
木
村
喜
久
江
氏

（
岡
山
市
南
）
と
西
原
智
惠

氏
（
倉
敷
市
児
島
）、
同
じ
く

ミ
ャ
ン
マ
ー
方
面
の
川
間
康

子
氏
（
岡
山
市
西
大
寺
）、
そ

し
て
遺
児
で
あ
る
夫
と
一
緒

に
フ
ィ
リ
ピ
ン
方
面
に
参
加

さ
れ
た
河
原
和
栄
氏
（
岡
山

市
岡
山
）
が
、
現
地
で
の
慰

霊
祭
の
写
真
な
ど
を
使
っ
て

説
明
を
行
っ
た
。

　

続
い
て
、
昨
年
八
月
末
に

県
遺
族
連
盟
主
催
に
よ
り
実

施
し
た
ロ
シ
ア
極
東
地
域
墓

参
に
参
加
し
た
植
川
澄
恵
氏

（
倉
敷
市
倉
敷
）、
そ
し
て
昨

年
秋
に
実
施
し
た
「
岡
山
の

塔
」
に
お
け
る
沖
縄
並
び
に

南
方
諸
地
域
戦
没
者
追
悼

式
・
沖
縄
戦
跡
慰
霊
巡
拝
に

参
加
し
た
戦
没
者
の
曾
孫
・

小
林
綾
加
さ
ん
（
津
山
市
）

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

英
霊
顕
彰
の
大
切
さ
と
平
和

の
尊
さ
を
訴
え
た
。

　

次
い
で
、
事
務
局
が
①
日

本
遺
族
会
女
性
部
役
員
の
改

選
、
②
平
成
二
十
五
年
度
県

連
盟
主
催
外
国
地
域
戦
跡
慰

霊
巡
拝
の
実
施
、
③
沖
縄
平

和
祈
願
慰
霊
大
行
進
、
④
全

国
戦
没
者
遺
族
大
会
と
安
倍

総
理
へ
の
陳
情
、
⑤
平
成
二

十
五
年
度
政
府
予
算
案
に
計

上
さ
れ
た
遺
族
処
遇
改
善
項

目
、
⑥
公
益
法
人
制
度
改
革

に
伴
う
本
連
盟
の
一
般
財
団

法
人
へ
の
移
行
等
、
当
面
す

る
諸
問
題
に
つ
い
て
報
告
・

説
明
し
、
終
わ
り
に
全
員
で

「
靖
國
神
社
の
歌
、
ふ
る
さ

と
」
を
合
唱
し
、
午
後
三
時

に
研
修
会
を
終
了
し
た
。

中條髙德氏より１時間10分の
ご講演をいただいた

現地の慰霊祭のことなどを報告する参加者の皆さん


